
変更届出添付書類一覧表 

（総合事業） 

 

No 変更事項 添付書類 備考 

1 事業所の名称 
・付表（指定等に係る記載事項） 

・運営規程 

・運営規程もあわせて変更する場合は、下記を参照して

ください。 

2 事業所の所在地 

・付表（指定等に係る記載事項） 

・運営規程 

・平面図及び写真（※1） 

・設備基準等を満たしているか事前に確認する必要があ

るため、移転の 2週間前までにご提出ください。 

・移転に際し、事業所の電話・FAX 番号が変更になる場

合は変更届に記載してください。 

・移転元と移転先の指定権者が異なる場合や、移転に

伴い事業所を継続していると認められない場合には新

規申請、廃止の手続きが必要です。 

・（※１）は移転の場合のみ添付してください。保険者が

現地確認を行う場合は不要です。 

3 申請者の名称 ・登記事項証明書（原本） 
・法人の合併等による名称変更は、新規申請が必要な

場合があります。事前にご相談ください。 

4 主たる事務所の所在地 ・登記事項証明書（原本）  

5 
代表者の氏名、生年月日、住所

及び職名 

・登記事項証明書（原本） 

・誓約書 

・代表者の姓、住所又は職名の変更のみの場合、誓約

書は不要です。 

6 
登記事項証明書・条例等 

(当該事業に関するものに限る。) 
・登記事項証明書（原本）、条例等 

・事業目的など指定事業に関する部分が変更になった

場合は届出が必要です。 

7 

事業所の建物の構造及び平面

図並びに設備の概要 

（通所のみ） 

・平面図及び写真（※2） 

・設備等一覧表 

・設備基準等を満たしているか事前に確認する必要があ

るため、移転の 2週間前までにご提出ください。 

・設備等もあわせて変更する場合は、設備等一覧表を

添付してください。 

・（※2）変更があった部分の写真を添付してください。保

険者が現地確認する場合は不要です。食堂及び機能

訓練室の面積が変更になる場合は、付表（指定に係る

記載事項）も添付してください。 

8 利用者の推定数、利用者の定員 

・従業者の勤務の体制及び勤務形

態一覧表 

・（必要に応じて）資格証の写し 

 

9 
事業所の管理者の氏名、生年月

日及び住所 

・付表（指定に係る記載事項） 

・従業者の勤務の体制及び勤務形

態一覧表 

・資格証の写し（資格要件がある場

合） 

・苦情を処理するために講ずる処

置の概要（※3） 

・管理者の住所変更時は付表（指定に係る記載事項）の

み添付してください。 

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表は変更月

の予定を提出してください。 

・辞令等の雇用関係書類の提出は不要ですが、町が求

めた場合、提出できるよう事業所内で保管してください。 

・（※3）管理者が苦情処理担当者の場合、変更があれ

ば、あわせて提出してください。 

10 

サービス提供責任者の氏名、生

年月日、住所及び経歴 

（訪問のみ） 

・付表（指定等に係る記載事項） 

・従業者の勤務の体制及び勤務形

態一覧表 

・資格証の写し 

・運営規程（※4） 

・（※4）従業員の員数の記載に変更がある場合に添付し

てください。運営規定の従業員の員数を「○人以上」と

記載している場合、表記の人数を満たしていれば運営

規定の提出は不要です。 



11 

運営規程 

変更事項が以下の①～③のい

ずれかの場合 

① 従業者の職種、員数及び職

務の内容 

② 営業日及び営業時間 

③ 利用定員(単位の増減含む) 

・変更後の運営規程（変更箇所が

多い場合は、変更前のものも添付

し、変更箇所を明記してください。） 

・従業者の勤務の体制及び勤務形

態一覧表 

・資格証の写し（※5） 

・運営規定の従業員の員数を「○人以上」と記載してい

る場合、表記の人数を満たしていれば運営規定の提出

は不要です。 

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表は変更月

の予定を提出してください。 

・（※5）資格要件のある職種の変更については、未届け

分の資格証の写しを添付してください。 

・辞令等の雇用関係書類の提出は不要ですが、町が求

めた場合、提出できるよう事業所内で保管してください。 

運営規程 

変更事項が上記の①～③以外

の場合 

・変更後の運営規程（変更箇所が

多い場合は、変更前のものも添付

し、変更箇所を明記してください。） 

・変更届出書の「変更の内容」に変更点がわかるように

記載して下さい。 

 


